
 

 

「名護市地域公共交通実証実験事業委託業務に係る質問及び回答」 

 

 

No． 質 問 内 容 回  答 

1 

【「実証実験の実施支援」について】 

・ 想定されている実証実験の実施時期と実施期間につい

てご教示願います。 

・ 実証実験の開始時期および実施期間はどのように予定 

されていますでしょうか。 

実証実験の運行期間は、令和２年２月１日～令和２年３
月18日までを予定しております。 
 

2 

【運行経費について】 

・ 実証実験で使用する運行経費等には車両の調達・維持

費、予約受付・配車管理等のシステム構築・運用費、ヘ

ルプデスク運用費（人件費、教育費、電話・PC・インタ

ーネット回線等機材費）が該当し、本業務には含まれな

いという認識でよいでしょうか。 

・ 実証実験の実施支援について、実証実験で使用する運

行経費の上限はございますでしょうか。実証実験の内容

によっては、運行委託費のほかにシステム開発費等が発

生する可能性がございますが、仮に、これらの運行に必

要な経費は、本業務には含まないという理解で良いでし

ょうか。 

運行経費等につきましては別契約を予定しておりますの

で、本業務には含めないでください。 

なお、運行経費等には車両の調達・維持費、予約受付・

配車管理等のシステム構築・運用費、ヘルプデスク運用費

（人件費、電話・PC・インターネット回線等機材費）を予

定しています。 

3 

【交通事業者の選定について】 
・ 交通事業者の選定は名護市側で既に調整済みというこ

とでしょうか？それとも本業務で選定ということでしょ
うか？ 

・ 実証運行を担う交通事業者の選定、運行計画の調整は

 現時点で実証運行を担う交通事業者は選定しておりませ
ん。地域公共交通会議の結果を基に、市が主体となり業者
選定及び調整を行うことを想定しております。 



 

 

本業務に含まれますか。それとも市の方で担当されるこ
とを想定されていますか。 

4 

【市内路線バスの状況について】 

・ 名護市内を運行する路線バスの利用状況や運営状況、

市の補助額等のデータの提供は可能でしょうか。可能で

ある場合にはご提供いただけますよう、よろしくお願い

いたします。 

 路線バスの利用状況や運営状況につきましては、バス事
業者が保有している情報となりますので、市の補助額も含
めデータを提供することはできません。 

5 

【「地域交通課題を踏まえた公共交通対策の方針策定」に

ついて】 

・ 「名護市地域公共交通基礎調査業務」報告書の概要版

ではなく、詳細版のデータ提供は可能でしょうか。可能

である場合にはご提供いただけますよう、よろしくお願

いいたします。 

詳細版につきましては、名護市役所ホームページに掲載
いたしますので、ご確認ください。 

6 

【「地域公共交通会議等の開催」について】 

・ 本項目には会議委員への謝金や交通費は含まれていま

すか。含まれている場合には、市で定めている謝金等の

要綱があればご教示願います。 

会議委員に対する謝礼及び交通費は本業務に含まれませ
ん。 

7 

【「地域公共交通会議の開催」について】 
・ 地域公共交通会議の開催に関して、以下の項目は本業

務に含まれるのでしょうか？ 
  ア．会場の確保、設定 
  イ．委員への案内・連絡 
  ウ．会議資料の作成 
  エ．会議における資料説明 
  オ．議事録の作成 
 また、会議の開催回数は提案範囲と考えてよいでしょ
うか？ 

左記のア及びイについては本業務に含まず、ウ、エ及び
オについては本業務に含むものとします。また、会議の開
催回数は提案範囲とします。 



 

 

8 

【「実証実験の評価」について】 
・ 今回実証実験で得られるデータ（予約内容、配車予定・

実績等のシステムログ）はほぼリアルタイムに提供頂け
るという前提でよろしいでしょうか？ 

 現在、運行管理についてシステムを導入し管理するか未
定のため、予約内容、配車予定・実績等のシステムログに
ついてほぼリアルタイムに提供できるか不明です。 

9 

【様式１について】 
・ 企業共同体で提出する場合、様式１の参加意思表明書

は代表法人のみの記載でよいでしょうか？また、協定書
等の様式についてご教示願います。 

 共同企業体で提出する場合につきましては、【様式1-2
】に、代表法人及び構成団体を記載・押印しご提出くださ
い。 
 協定書につきましては、必要に応じ任意の様式でご提出
ください。 
 

10 

【様式５について】 
・ 様式５の業務実績書は代表と構成法人それぞれで10件

まででしょうか。それとも企業共同体で10件でしょう
か？後者の場合、代表or構成法人の分けは業務名の下に
記載などでよいでしょうか？ 

実績の記載につきましては、企業共同体の代表の業務実
績に限定し、10件までとします。 
 

11 

【様式６について】 
・ 様式６の実施体制は最大何名まで記載可能でしょう

か？ 
・ 様式６により提出する必要のある担当技術者について

は、管理技術者（また主任技術者）となる１名だけで良
いでしょうか。または、管理および担当技術者となる全
員について提出すべきでしょうか。 

担当技術者の人数制限はありませんが、本業務を主体的
に行うもののみ記載することとし、担当技術者が複数名い
る場合は、技術者ごとに様式を提出することとします。 

※質問内容が重複しているものについては、まとめております。 


